
所有者等の探索の開始等の公告

別紙に掲げる土地は、表題部所有者不明土地（表題部所有者不明土地の登記

及び管理の適正化に関する法律（令和元年法律第１５号）第３条第１項に規定

する表題部所有者不明土地をいう。）であり、同項に基づく当該土地の所有者

等の探索を行うので、同条第２項の規定により、公告する。

また、当該土地の利害関係人は、本日から同法第１５条第２項又は第１７条

後段の公告がされるまでの間、当該土地の所有者等（所有権又は共有持分が帰

属し、又は帰属していた自然人又は法人（法人でない社団又は財団を含む。）

をいう。）について、下記の提出先宛てに意見又は資料を提出することができ

るので、同法第４条後段の規定により、公告する。

令和５年８月２３日

那覇地方法務局宜野湾出張所

登記官 奥 間 政 勝

記

意見又は資料の提出先

那覇市樋川一丁目１５番１５号（〒900-8544）

那覇地方法務局 不動産登記部門

電話番号 ０９８－８５４－７９５２



別紙

手続番号 表題部所有者不明土地に係る所在事項 地目 地積
3608-2023-0001 宜野湾市大山五丁目１２３７ 山林 482
3608-2023-0002 中頭郡北谷町字吉原西宇地原１１５２ 墓地 58
3608-2023-0003 中頭郡北谷町字吉原西宇地原１１５５ 山林 348
3608-2023-0004 中頭郡北谷町字吉原西上原４０７－１ 山林 46
3608-2023-0005 中頭郡北谷町字吉原西上原４０７－２ 公衆用道路 9.25
3608-2023-0006 中頭郡北谷町字吉原東宇地原１０７３ 宅地 188.86
3608-2023-0007 中頭郡北谷町字吉原東宇地原１０７３－５ 公衆用道路 20
3608-2023-0008 中頭郡北谷町字吉原東宇地原１０７５ 山林 203
3608-2023-0009 中頭郡北谷町字吉原桃原５２１ 宅地 600.64
3608-2023-0010 中頭郡北谷町字吉原桃原５６９－１ 畑 912
3608-2023-0011 中頭郡北谷町字吉原桃原６０４ 山林 3338
3608-2023-0012 中頭郡北谷町字吉原桃原６０６ 墓地 95
3608-2023-0013 中頭郡読谷村字長浜東原２５ 原野 46
3608-2023-0014 中頭郡読谷村字長浜東原２６ 原野 205
3608-2023-0015 中頭郡読谷村字長浜東原３８ 宅地 384.44
3608-2023-0016 中頭郡北中城村字熱田加井真川原９６９－１ 畑 729
3608-2023-0017 中頭郡北中城村字熱田加井真川原９６９－２ 公衆用道路 69
3608-2023-0018 中頭郡北中城村字熱田加井真川原９６９－３ 公衆用道路 13
3608-2023-0019 中頭郡北中城村字熱田高辻原１３６８ 畑 373
3608-2023-0020 中頭郡北中城村字熱田西原２７５ 畑 614
3608-2023-0021 中頭郡中城村字泊与武野原６２９－１ 墓地 131


